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岐阜県消費者行政推進本部を設置しました
～第１回本部員会議を開催～

平成２１年９月に消費者庁が発足し、各省庁への司令塔としての役割が期待されているところで
すが、消費者により身近な地方においても、消費者行政の充実が求められています。

このような状況の中、本県においても、県民の安心で安全な消費生活を確保するためには、幅広
い分野にまたがる消費者行政を一体的に推進するとともに、複雑・高度化する消費者問題への適切
な対応がますます必要になってきています。このため、関係部局の連携を図り、消費者行政を総合
的・横断的に推進するため、知事を本部長とする「岐阜県消費者行政推進本部」を設置し、第１回
本部員会議を下記により開催しましたのでお知らせします。

記

平成２２年４月２０日（火）１０：００～１０：３０１ 開催日時
県庁４階特別会議室及び場所

岐阜県消費者行政推進本部構成員（一部代理あり）２ 出 席 者

本 部 長：知事
副本部長：副知事
本 部 員：各部局長、教育長、警察本部長、各振興局長

（１）消費者行政推進本部設置の概要３ 会議内容
（２）消費者行政の現状
（３）消費者行政の重点的取組み

４ 会議における主な確認事項
○消費者への教育や啓発を広く行うため、各部局を通じて各種団体への働きかけを行うなどの協

力体制をとること
○消費者事故等については、各部局間の情報共有を図るとともに、必要な場合は連携して迅速な

対応をとること
○消費者行政活性化基金( 21～ 23)の期限の延長や、使い勝手の改善について引き続き消費者H H

庁へ要請を行っていくこと
○県内市町村に対し、消費生活センターの設置等相談体制の整備を働きかけていくこと

（参考）岐阜県消費者行政推進本部について
１ 設置日 平成２２年４月１日
２ 構成員 上記２ 出席者に同じ
３ 所掌事務 ・県内消費者行政に関する施策の総合調整

・消費者事故等の情報共有
・その他消費者行政の円滑な遂行を図るために必要な事項に関すること

４ 組織 推進本部の下に幹事会を設置（構成員：各部局の政策課長等）するとともに、
特定の課題（注）については部会を設置（構成員：関係課長）する予定

（注）現時点で想定される課題
・消費者教育の推進
・多重債務問題対策
・市町村における相談体制の整備


